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公社等の名称 
（商工労働観光部所管） 

検 証 結 果 今 後 の 方 向 性 

公益財団法人 

山形県企業振興公社 

事業の意義 ◎ ▼ 国制度に基づく中小企業･創業者等支援の総合窓口として、

県内中小企業等の経営安定・発展、産業振興に意義大 

▼ 当期純損失の主な要因は貸倒引当金繰入等に係るもので

経営上支障なく、設備貸与事業に関する長期借入金は計

画通り償還、損失補償に係る県の財政的リスクは小さい 

▼ 企業ニーズの的確な把握による きめ細かな支援を実施 

経営健全性を確保したうえで、 

県内中小企業の総合的支援機関として､ 

継続 （県･関係機関との連携を推進） 

経営健全性 ○※1 

費用対効果 ◎ 

山形県信用保証協会 

事業の意義 ◎ ▼ 信用保証協会法に基づく唯一の法人として中小企業等の 

金融円滑化を行い、中小企業等の振興に必要不可欠 

▼ 財務基盤は安定し、経営状況も良好 

▼ 保証承諾件数・金額ともに東北６県で最多となるなど 

高い実績あり 

きめ細かな支援の充実を図り、 

継続 （利用企業者数の維持･増加等） 
 

経営健全性 ◎ 

費用対効果 ◎ 

公益財団法人 

山形県産業技術振興

機構 

事業の意義 ◎ 
▼ 産学官連携促進、研究開発プロジェクト（有機 EL）、高度 

技術者の育成等は県内産業の競争力強化のため必要不可欠 

（県と一体となった技術支援を展開） 

▼ 当期純損失は減価償却や基金運用益繰越財源の支出による

もので経営上支障なく、県からの長期借入は基金原資とし

て適正管理 

▼ 世界最先端の有機 EL技術実用化を推進し、本県産業振興・

雇用創出に貢献するため、効果的な企業支援が必要 

経営健全性を確保したうえで、 

地域産業の技術支援の専門機関として､ 

継続 （県･関係機関との連携を推進） 

 

経営健全性 ○※2 

費用対効果 ◎ 

   

第３回 公社等の総点検の結果について 【商工労働観光部所管分】 

➢ 「公社等に関する指導指針（H28.3全面改定）」に基づき、事業の意義、経営健全性、費用対効果（地方創生への有効活用を含む）の視点から検証。 

➢ 各所管部局で「見直し計画」を作成・検証し、行政改革課が再検証。 『山形県行政支出点検・行政改革推進委員会』から意見を得て、 

『山形県行財政改革推進本部』 において決定。 

 

 

総点検の 

進め方 

平成 29 年 2 月 13 日  
山形県行財政改革 
推進本部会議 決定 
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公社等の名称 
（商工労働観光部所管） 

検 証 結 果 今 後 の 方 向 性 

公益財団法人 

山形大学産業研究所 

事業の意義 ◎ ▼ 山形大学工学部を中心とした産・学・官の緊密な連携に 

よる本県工業振興のため必要 

▼ 財務基盤は安定し、収支は概ね均衡 

  山形大学が法人経営を主導（現在県財政支援なし） 

▼ 必要最小限の人員体制による効率的な運営を実施 

健全運営及び事業効果について 

助言･指導し、 継続 
 

経営健全性 ◎ 

費用対効果 ◎ 

公益社団法人 

山形県観光物産協会 

事業の意義 ◎ ▼ 県・市町村・民間事業者が一体となった観光・物産振興 

事業を実施するため必要 

▼ 山形新幹線新庄延伸事業に係る県の損失補償は、借入金

の償還により計画的に解消（H31終了） 

▼ 首都圏･関西圏での観光 PR・県産品紹介等を効果的に 

実施し、インバウンド市場開拓にも役割大 

損失補償を計画的に解消し、 

継続  
※ H31 県の損失補償解消により 

         外郭団体としての関与を終了  

経営健全性 ○※3 

費用対効果 ◎ 

公益財団法人 

山形県国際交流協会 

事業の意義 ◎ ▼ 県内の在住外国人支援や観光・経済交流分野の国際化の 

進展に対応するため必要 

▼ 中期経営計画（H24～H28）に基づく基本財産の取崩しを 

最小限に抑えることに努め、当面の事業運営に支障なし 

▼ 「地域国際化協会」として、県内の関係団体・市町村を 

支援するなど国際交流推進の中核的な役割を発揮 

次期中期経営計画（H29～H33）で、 

事業見直しと安定した財源確保を 

検討し、 継続 

経営健全性 ◎ 

費用対効果 ◎ 

 ※1：当期純損失が２期以上継続し、県の損失補償・長期貸付金があるが、その要因や償還状況を検証した結果、直ちに経営上の支障が生じるおそれがなく県の財政的リスクが小さいと認められる。 

※2：当期純損失の２期以上継続し、県の長期貸付金があるが、その要因や償還財源を検証した結果、直ちに経営上の支障が生じるおそれがなく県の財政的リスクが小さいと認められる。 

※3：県の損失補償があるが、償還財源の県への依存は解消が確実であることから、県の財政的リスクは小さいと認められる。 


